
【看護職員の配置について】 

当院の病棟には、日勤および夜勤合せて入院患者１3 人に対

し 1 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）を配置してお

ります。 
 

【入院診療計画、院内感染防止対策、および医療安全管理体制

等について】 

  当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、 

患者さんに関する診療計画を策定し、7 日以内に文書によりお渡

ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、

医療安全管理体制の整備、褥瘡対策の実施、栄養管理体制

（管理栄養士の配置）の整備、意思決定支援および身体的拘

束最小化の整備をしております。 
 

【入院時食事療養について】 

当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理 

栄養士によって管理された食事を次の時間により配膳を実施し、

適時適温に努めています。 

（ 朝食 8 時より  昼食 12 時より  夕食 18 時より ） 
 

【明細書発行体制について】 

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点か

ら、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行

しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負

担のない方についても、明細書を無料で発行いたします。なお、

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記

載されるものですので、その点をご理解頂き、ご家族の方が代理



で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、自己負担

のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてそ

の旨をお申し出下さい。 

 

【機能強化加算について】 

当院は「かかりつけ医」として以下の取り組みを行っています。 
 〇保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。 

  〇必要に応じて専門の医師、または専門の医療機関へ紹介 

を行います。 
 〇夜間・休日の問い合わせへの対応をいたします。 

 〇健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。 

 
【医療DX推進体制整備加算について】 

    当院は医療 DX 推進体制について以下のとおり対応を行って

おります。 
    〇オンライン資格確認を行う体制を整備しています。 

    〇オンライン請求を行っています。 

    〇電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室 
等で閲覧・活用できる体制を整備しています。 

    〇ポスターの掲示等によりマイナ保険証の活用促進に取り組 

んでいます。 
    〇電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋（いずれも 

準備中）の活用等、医療 DX 推進の体制を整備すること

で質の高い医療を提供するよう努めます。 
 

【生活習慣病管理料Ⅱについて】 

  当院は、患者様の状態に応じて担当医が判断し、リフィル処方
箋の発行または 28 日以上の長期投薬を行うことが可能です。 

 

【一般名処方加算について】 
当院では、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者様の



適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力推進の観
点より、院外処方箋の表記方法を一部の薬剤を除き「一般名処

方」とさせていただきます。一般名処方となることで、患者様には

「先発医薬品」と「後発医薬品（ジェネリック医薬品）」のどちらで
お薬を調剤するのか保険薬局にて選んでいただくことができるように

なります。ただし、医師が商品名を指定して処方する場合や、後発

医薬品が存在しないお薬については、今までどおり先発品名での
処方になります。 

「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一で

ある医薬品が複数あれば、先発医薬品でも後発医薬品（ジェネ
リック医薬品）でも、薬剤師と相談して選ぶことができます。後発

医薬品（ジェネリック医薬品）は先発医薬品よりも価格を安くす

ることができるため、患者様の負担軽減や、国の医療費削減につ
ながります。 

ご不明な点がございましたら。主治医にご相談ください。 

 
【長期収載品の選定療養について】 

 令和 6 年 10 月から、後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある

お薬で、先発医薬品（長期収載品）を患者様が希望された場合
には、両者の差額の 4 分の 1 を患者様ご自身に負担いただくことに

なります。 

 □長期収載品とは 
   医療医薬品のうち、先発医薬品（新薬）として開発・発売さ

れてから時間が経過し、すでに特許が切れている、または効果

や安全性を確認する再審査期間が終了したもので、国の定め
る薬の価格の基準に長年に渡り収められているもの。 

 □選定療養とは 

   対象医薬品リストに記載されている後発医薬品のある先発医
薬品を患者様が選んだ場合、追加で自己負担が発生する仕

組みです。 

 □対象 
   後発医薬品の上市後 5 年以上経過した長期収載品、または



後発医薬品への置換率が 50％以上となった長期収載品が対
象になります。 

 □自己負担額 

   長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格との差額の 4 分
の１の薬剤量に変換した上で算定します。注射剤も対象です。

選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされま

す。 
 □対象外 

   医師が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医

薬品の提供が困難な場合は選定療養費の対象外となります。 


